
「自転車運転者講習制度」とは？ 

※ 公安委員会が講習の受講を命じる 

※ 受講に従わない場合 

改正道路交通法の施行（平成２７年６月１日）により、自転車の運転に関して、信号無視などの危険な 
ルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。 

自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して 
傘を差して運転したらどうなるの？  

大 阪 府 警 察 

■講習時間：３時間 
■手数料：５，７００円 

 
■    傘スタンドを使用しての傘差し運転について 
        傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなり 
  ませんが、次のような違反になる可能性があります。 
 
    ●  道路交通法 第55条第２項 
      （乗車又は積載の方法） 
       積載物により運転者の視野が妨げられる場合等 
  ●  道路交通法 第70条 
      （安全運転の義務） 
        通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合 
      （交通事故）等は、危険行為の対象となる 可能性が 
      あります。 
   
    ●  大阪府道路交通規則 第11条第４号 
              （軽車両の乗車又は積載の制限） 
              「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び 
     高さの制限は、 
         ・ 幅 ０．３メートル 
         ・ 高さ  ２メートル 
     で、超えた場合は違反になります。 
    
 
 
 

※行為の内容については裏面に記載 

使用しないでください。 
（一般的な傘の多くは積載の制限を超えます。） 
 

【参考】片手で傘をさして運転することについて 
  ● 道路交通法 第71条第６号 
     大阪府道路交通規則第13条第２号 
          の違反になります。 

なので・・・ 

２㍍以下

15㌢以下
15㌢以下

ハンドル幅から計測

して左右各15センチ

を超えてはみださな
いこと。

自転車ハンドルに取り付ける傘スタンドの傘の制限
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